
結婚50周年（金婚式）を迎えたご夫婦に慶祝状と
記念品を贈呈しました。おめでとうございました。

氏　名 夫
妻 地　区

加　藤 忍
アイ子 金　井

金  婚  式  名  簿
　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

婚婚
金金

　

介
護
保
険
の
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

す
る
と
き
の
、
食
費
や
居
住
費
の
負
担

を
助
成
す
る
制
度
で
す
。

■
対
象
と
な
る
費
用

　

次
の
施
設
で
入
所
ま
た
は
シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ
を
利
用
し
た
場
合
の
食
費
と
居
住
費

■
対
象
と
な
る
人

　

対
象
と
な
る
課
税
や
所
得
の
状
況
は

下
の
表
の
と
お
り
で
、
認
定
さ
れ
る
と

「
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
」が
交

付
さ
れ
、
認
定
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る

限
度
額
以
上
の
自
己
負
担
が
助
成
さ
れ

ま
す
。

※
別
世
帯
で
あ
っ
て
も
配
偶
者
が
住
民
税
課

税
の
場
合
は
給
付
対
象
外
で
す
。
ま
た
、

単
身
で
１
千
万
円
以
上
、
世
帯
分
離
し
て

い
て
も
夫
婦
で
２
千
万
円
以
上
預
貯
金
が

あ
る
人
は
給
付
対
象
外
で
す
。

■
適
用
期
間

　

令
和
２
年
８
月
１
日

　
　
　
　

〜
令
和
３
年
７
月
31
日

■
申
請
期
間

　

７
月
１
日
〜
８
月
１
日

■
持
参
す
る
も
の

　

①
預
貯
金
通
帳
、
有
価
証
券
な
ど
の

写
し（
銀
行
名
、支
店
、口
座
番
号
、

名
義
、最
終
残
高
が
分
か
る
部
分
）

　

②
負
債
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
こ
と

が
分
か
る
も
の
の
写
し

　

③
本
人
と
配
偶
者
の
認
め
印

※
現
在
助
成
を
受
け
て
い
て
、
引
き
続　

き
対
象
と
な
る
人
に
は
町
か
ら
更
新

の
通
知
と
申
請
書
を
お
送
り
し
ま

す
。

介
護
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
食
費
・
居
住
費
の
負
担
を
助
成
し
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　

     

■
に
こ
に
こ
甘
楽
☎（
６
７
）７
６
５
５　

健
康
課
介
護
保
険
係　

内
線
６
２
１・６
２
２

介
護
保
険
事
業
に
は
、
所
得
に
応
じ
て
利
用
者
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

該
当
の
有
無
は
世
帯
の
所
得
状
況
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
の
で
、
ま
ず
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

介
護
保
険

負
担
限
度
額
認
定
申
請

対象となる人 利用者負担
の段階

老齢福祉年金受給者で、世帯全員の住民税が非課税
の人、または生活保護受給者の人など

第１段階

世帯全員の住民税が非課税で、利用者本人の合計所
得金額＋課税年金収入額および非課税年金（遺族年
金・障害年金）の合計が80万円以下の人など

第２段階

世帯全員の住民税が非課税で、上記に該当しない人 第３段階

・
介
護
老
人
福
祉
施
設

  

・
介
護
老
人
保
健
施
設

  

・
介
護
療
養
型
医
療
施
設

  

・
介
護
医
療
院

町政の動き
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国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ
■
住
民
課
住
民
係　

内
線
２
６
４

　

年
金
を
受
け
て
い
る
人
が
誕
生
日
の

属
す
る
月
の
末
日
ま
で
に
提
出
す
る
届

書
に
つ
い
て
、
提
出
が
遅
れ
た
り
、
提

出
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
年
金
の
支

払
い
が
一
時
止
ま
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。

　

現
在
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
拡
大
防
止
を
図
る
た
め
、
外
出
に

よ
る
患
者
・
感
染
者
と
の
接
触
機
会
を

減
ら
す
な
ど
の
観
点
か
ら
、当
面
の
間
、

次
の
届
書
の
提
出
が
な
か
っ
た
場
合
で

も
、
年
金
お
よ
び
年
金
生
活
者
支
援
給

付
金
の
支
払
い
を
止
め
な
い
取
扱
い
と

な
っ
て
い
ま
す
。

対
象
と
な
る
届
書

提
出
期
限
が
２
月
末
以
降
（
２
月
以

降
に
誕
生
日
が
あ
る
人
）
の
次
の
届
書

・
現
況
届

・
生
計
維
持
確
認
届

・
障
害
状
態
確
認
届

年
金
を
受
給
し
て
い
る

皆
さ
ん
へ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
よ
る
対
応

青少推

家
族
で
も　

き
ち
ん
と
あ
い
さ
つ　

忘
れ
ず
に

  （
福
島
小
５
年　

長
岡
朱
莉
）

か
ぎ
り
あ
る　

家
族
と
の
時
間　

大
切
に　
　

  （
福
島
小
５
年　

大
河
原
央
多
）

　

甘
楽
町
青
少
年
育
成
推
進
員
連
絡
協
議
会
が

令
和
元
年
度
に
募
集
し
た「
家
庭
の
日
」標
語
の
優

秀
賞
作
品
で
す
。（
学
年
は
元
年
度・敬
称
略
）

毎月
第１日曜日
家庭の日

相談の特徴
・ 銀行ローン、消費者金融からの借り入れなど多
重債務の相談が増加傾向にあります。
・ 相談者の年齢割合は、70歳以上が54％で各年
代の中で最も高くなっています。

このうち、「架空請求はがき」の相談は26件でした。
アポ電などの特殊詐欺の相談も寄せられました。

相談件数 101

販
売
形
態

訪問販売 14
電話勧誘販売 9
通信販売 24
店舗購入 14
その他 40

令和元年度消費生活相談件数

　
　

  　

年　

齢

20歳代 0％
30歳代 3％
40歳代 4％
50歳代 9％
60歳代 26％
70歳以上 54％
不明 4％

相談者年齢内訳比率

昨年度の相談件数は101件

ハイ！こちら消費生活センターですハイ！こちら消費生活センターです
vol.82

…甘楽町消費生活センター…
相談は…月曜日～金曜日 午前9：00～午後5：00
　　  　役場 西庁舎1階　 相談は無料です

相談専用電話・FAX
あなたの相談に　み　み　を　む　けます

７４－３３０６
休日は、全国共通の消費者ホットライン☎1

いやや

88へ

国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し

て
い
る
皆
さ
ん
へ

保
険
料
免
除
な
ど
の
特
例
申
請

対
象
者（
次
の
い
ず
れ
も
満
た
す
人
）

●
令
和
２
年
２
月
以
降
に
、
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
業
務
が
失
わ
れ
る
な
ど

収
入
が
減
少
し
た
人

●   

令
和
２
年
２
月
以
降
の
所
得
の
状
況

か
ら
み
て
、
当
年
中
の
所
得
の
見
込

み
が
、
現
行
の
国
民
年
金
保
険
料
の

免
除
な
ど
に
該
当
す
る
水
準
に
な
る

人
申
請
書
類
・
添
付
書
類

・
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予

申
請
書

・
簡
易
な
所
得
見
込
額
の
申
立
書
（
臨

時
特
例
用
）　

適
用
期
間

　

令
和
２
年
２
月
分
か
ら
６
月
分
ま
で

※
７
月
以
降
も
免
除
を
希
望
す
る
場
合

は
再
度
申
請
が
必
要
で
す
。

■
問
合
せ
先

　

高
崎
年
金
事
務
所　

　

☎
０
２
７（
３
２
２
）４
２
９
９
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